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児童の登校について 
 入学式が10日（金）に挙行され、１年生から６年生全員での学校生活がスタートしました。

そこで、本校児童が、安心・安全に登校できますように、以下の点について保護者の皆様に御協

力をお願いします。 

 

①登校時間について 
本年度も、児童の安全面を考慮し、登校時間の目安を「７時２０分から７時５０分」の間に登

校をお願いします。これより極端に早い登校、逆に７時５０分以降の登校とならないよう御配慮

ください。登校後、朝の準備をして、８時に学校での活動が始まる流れとなります。毎日の学校

生活がスムーズにスタートできるよう、御協力のほど、よろしくお願いします。 

 

②「歩育（歩いて登下校させること）」に御理解と御協力を 
一昨年から、「自立する力」の一つとして、「歩育（ほいく）」を推奨しています。 

 
「自分の足で歩いて登下校する」ことを「みはるっ子」の自慢の一つとして、自信をもたせて

いきたいと思います。「６年間がんばって歩く」と、「歩くこと」を自分の目標に立てている子も

います。「雨が降っているから車で送る」ではなく、「雨の日だからこそ気づくことも多くある。

だから、歩かせる。」という思いで、頑張って登下校する自慢の子供たちを育てていきましょう。 

みはる台小学校正門付近の交通量の多さによる児童の安全面も気になるところですが、子供た

ちの社会性を育てるためにも、子供たちが「歩いて登下校すること」に御理解と御協力をお願い

します。ただし、体調がすぐれなかったり、けがをしていたりする場合などは、この限りではあ

りません。健やかな成長のために、御理解と御協力をお願いします。 



③入校許可証の発行について 
 お子様のけがなど、送迎に際して校内に乗り入れる必要のある御

家庭につきましては、期限を設けて入校許可証をお貸しするように

しています。必要が生じた場合には御連絡をお願いします。（な

お、学童保育及びデイサービスの車両にも貸し出しております。） 

 

④校内への乗り入れは、御遠慮ください 
 学校敷地への乗り入れの際、児童玄関前は原則として乗り入れを御

遠慮ください。（けが等による緊急の場合や学級文庫の搬入搬出を除

きます。）柵を立てておりますので御留意ください。また、柵の前に

ある黄色い四角の駐車スペースは、牛乳やパンの搬入用のスペースで

すので、原則駐車を御遠慮ください。学校入口から敷地内では、子供

たちが思わぬ行動をとることがあります。くれぐれも徐行でお進みく

ださい。 

 

※上記の内容につきまして、御存知のない御家族の方の乗り入れ等が毎年散見され

ます。送迎をすることがあるであろう、御家族・御親族の皆様に、確実に周知を

していただきますよう、よろしくお願いします。 

※子供たちの安心・安全な学校生活のために、どうぞ御理解と御協力をお願いしま

す。 

 

個人面談スタート 
 

【個人面談：子供のよりよい成長のために、学校と家庭との協力を】 

 個人面談が、今週月曜日より始まりました。保護者の皆様におかれましては、御多用の中に、

御来校いただき、ありがとうございます。お子様のよりよい成長のために、学校と家庭との協力

は不可欠です。できるだけ、早い時期に、保護者の皆様と面談をさせていただきたく、設定して

おります。どうぞ、今年度も、趣旨を御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願いします。 

 
【安心・安全な放課後とゴールデンウイークの過ごし方について】 
 個人面談や教職員の教育研究会参加等で、子供たちの下校時刻がいつもより早くなっていま

す。また、子供たちが楽しみにしているゴールデンウイークも間近となりました。そこで気にな

るのは、交通事故や生活指導事案等のトラブルについてです。 

つきましては、大きな事故等がなく、安心・安全で、楽しい連休になることを切に願い、学校

では、以下のような指導をしています。御家庭でもお子様と御確認をお願いします。 

 

 

 
 

令和８年度 

１ 自分の命は、自分で守る。 

（１）交通事故に遭わないように気を付ける。 

     （道路に飛び出さない。自転車に乗る時は、ヘルメットをかぶる。） 

  （２）知らない人についていかない。 

２ お金やカード、ゲームカセットなどの貸し借りはしない。 
 

３ 用がないのに、子供同士でお店に行かない。 
 

４ ＳＮＳは、お家の人と決めたルールやマナーを守って、使用する。 

お子様のスマートフォン等の所持や取扱いについては保護者の判断・責任のもと、 

しっかりと管理をお願いします。使用者は子供であっても、管理者は保護者です。 


